
新規学校卒業者の採用内定を取り消した企業名の公表について 

－平成 21年３月卒・第１回分（平成２１年３月３１日）－ 

 

 

                                                             厚  生  労  働  省 

 

厚生労働省においては、新規学校卒業者の採用内定取消しを防止するため、平成 21 年

１月19日から改正職業安定法施行規則に基づく企業名公表制度を施行したところである。 

採用内定取消しについては、平成 21 年３月 23 日現在で確認された 404 事業所のうち、

３月末の学生の就職状況を確認すべき事案、３月中に把握され指導中の事案等を除いた

154 件について、職業安定法施行規則第 17 条の４及び「職業安定法施行規則第 17 条の４

第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合」（厚生労働省告示）に規定する公表要件

に該当するかを３月25日現在で確認した結果、下記の2件を公表の対象とし、厚生労働省

ＨＰ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/index.html）において学生生徒

向けに情報提供を開始することとしたところである。 

なお、３月末の学生の就職状況を確認すべき事案等のうち、公表対象となるものがあっ

た場合には、４月以降速やかに追加分として公表することを予定している。 

 

記 

 

株式会社小松ライト製作所（大阪府吹田市西御旅町１番１号） 

 株式会社ジー・イー・エヌ（福岡県北九州市八幡西区黒崎三丁目９番２４号） 
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別添  

公表の対象となる採用内定取消し事案 

 

 

 

１．株式会社小松ライト製作所 

① 所在地 大阪府吹田市西御旅町１番１号 

② 事業内容  電子部品・デバイス・電子回路製造業 

③ 内定取消し年月日 平成 20 年 12 月 8日 

④ 内定取消し者数 ２１人（高校生１２人、大学生９人） 

⑤ 内定取消しの理由等 

内定取消しの理由 経営の悪化（受注の減少） 

学生生徒への説明  実施済み 

 学生生徒に対する 

支援 

内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用

を確保することができなかった。 

 

⑥ 公表要件 告示の第二号に該当 

（注）告示：平成 21 年厚生労働省告示第５号（職業安定法施行規則第 17 条の４第 1項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合） 

 

 

 

 

２．株式会社ジー・イー・エヌ 

① 所在地 福岡県北九州市八幡西区黒崎三丁目９番 24 号 

② 事業内容  情報通信業（情報サービス業） 

③ 内定取消し年月日 平成 20 年 12 月１日 

④ 内定取消し者数 ２０人（大学生１４人、専修学校生６人） 

⑤ 内定取消しの理由等 

内定取消しの理由 経営の悪化（受注の減少） 

学生生徒への説明 実施済み 

 学生生徒に対する 

支援 

 内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用

を確保することができなかった。 

 

⑥ 公表要件 告示の第二号に該当 

（注）告示：平成 21 年厚生労働省告示第５号（職業安定法施行規則第 17 条の４第 1項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合） 

 

 

 



参考資料１ 
 

 

ハローワークの指導により改善が図られた事例 

 
事例Ａ 

 

金属加工業のＡ社は、主要受注先企業が立てた事業方針から今後の受注量が減

少することを見込み、高校生２名の内定取消しを検討していたが、相談を受けた

ハローワークが、業績悪化について具体的な見通しの提示を求めるほか、企業の

回避努力の検討を要請する等指導を行った結果、経営の見直しを図ることにより、

内定取消しを行わずに４月から採用することとなった。 

 

 

 

 

 

事例Ｂ 

 

精密機器製造業のＢ社は、業績悪化を理由に高校生１名の内定取消しを当該高

校生の所属する高等学校に打診していたが、高等学校から情報の提供を受けたハ

ローワークがＢ社を訪問し、「新規学校卒業者の採用に関する指針」を示しながら

内定取消しが回避できないか指導を行った結果、採用内定取消し事案の重大性を

理解し、内定取消しを行わずに４月から採用することとなった。 

事例Ｃ 

 

卸売・小売業のＣ社は、店舗数削減を検討する必要から、大学生１名に対して

内定取消し通知を行った。大学生から相談を受けたハローワークがＣ社を訪問し、

事実関係を確認。本件については、内定通知が口頭で行われ、通知に対する学生

の返事も曖昧であるなど内定取消し事案として不明確であったが、Ｃ社が引き続

き高校生及び一般の求人を募集中である情報を把握し、内定取消しを行わなけれ

ばならない必要性等を再確認したところ、経営状態は厳しいものの本人の意向を

踏まえ、内定取消しを行わずに４月から採用することとなった。 



 

参考資料２ 

 

新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について 

（職業安定法施行規則の改正等の概要） 

 

１ 趣旨 

  現在の経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、新規学卒者の採用内定

取消しの事例も見られるところであるが、内定取消しの防止等を図るため、ハロー

ワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事

項の明確化を図ることにより、企業に対する指導を徹底するほか、学生生徒等の適

切な職業選択に資するため、採用内定取消しを行った企業名を公表することができ

るものとする。 

 

 

２ 概要 

（1）ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握 

公共職業安定所における一元的把握と迅速な対応を図るため、新規学卒者の採

用内定取消しを行おうとする事業主は、公共職業安定所及び施設の長（学校長）

に通知するものとする。 

※ 現行規定は、公共職業安定所又は施設の長に通知するものとされ、施設の長が通知を受けた

場合には公共職業安定所に連絡するものとされている。 

 

（2）事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化 

新規学卒者の内定取消しを行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式

により公共職業安定所に通知するものとする。 

（注）現行規定では、通知する際の様式の定めはない。 

 

（3）採用内定取消しを行った企業名の公表 

厚生労働大臣は、内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当すると

きは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう、その内容を公表することがで

きるものとする。公共職業安定所は、管轄区域にある学校に、公表された情報を

提供するものとする。 

 

※ 厚生労働大臣が定める場合 

内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合（ただし、倒産により翌年度

の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。） 

① 二年度以上連続して行われたもの

 



② 同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの 

（内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講

じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。） 

③ 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す

最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは

明らかに認められないときに、行われたもの

④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの 

・ 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざ

るを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき

・ 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を

行わなかったとき

 

（4） 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針 

   現行指針に採用内定に関する規定を追加する。 
 

※ 採用内定に関する規定を抜粋。下線部が改正により追加された箇所。 

第２ 事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置 

 また、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の

見通しに基づいて行うものとすること。採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、

採用条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業すること

を採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。 

さらに、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な

理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることにつ

いて十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手

段を講ずること。また、やむを得ない事情により採用内定取消しの対象となった学校等の新

規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、これらの者からの補償

等の要求には誠意を持って対応するものとすること。 

 

３ 施行期日等 

○ 平成21年１月19日から施行 

○ 内定取消しを行った企業名の公表（２(3)関係）については、施行日以後に就業

開始を予定していた新規学卒者に係る内定取消しについて適用 

※ ただし、施行日前の内定取消し事案については、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置

を講じ、施行日以後に公表要件に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学

卒者の安定した雇用が確保されたときは、適用しない。 
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